
 

名古屋市軽自動車税（種別割）課税免除取扱要綱 

 

令和５年２月１日４財市第４９号  

各市税事務所長宛て財政局税務監名通達 

 

第１ 趣旨 

 この要綱は、名古屋市市税減免条例（平成２０年名古屋市条例第３７号。以下「条例」

という。）第９条第１項第１号の規定により課税免除とする軽自動車等のうち、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項後段若しくは第９７条の３第１項

の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標又は名古屋市市税条例（昭和

３７年名古屋市条例第４５号）第６２条第１項に規定する標識の交付を受けているもの

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 課税免除対象車両 

 課税免除の対象となる車両は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

１ 条例第９条第１項第１号に規定する軽自動車等であること 

２ 上記第１の車両番号標又は標識の交付を受けていること 

３ 販売を目的として取得し、保有していること 

４ 用途が、リース車、レンタカー（バイク）、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事

業用のものではなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていない

ものであること 

５ 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が１００ｋｍ未満であるこ

と 

６ 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者について、古物営業法（昭和２４

年法律第１０８号。以下「法」という。）第３条の規定による古物営業の許可を受けて

おり、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること 

 

第３ 課税免除の届出 

 課税免除対象車両の要件の確認は、課税免除を受けようとする者から、次に掲げる書

類を添付した届出（様式）の提出を求め、その内容をもとに行う。 

１ 古物商許可証（法第５条第２項に規定する許可証をいう。）の写し 

２ 古物台帳（法第１６条の規定により帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録し

たもの）の写し 

３ 賦課期日現在の走行距離が分かる走行距離メーターの写真 

４ その他市長が必要と認める書類 

 



 

第４ 課税免除の届出の提出期間 

 課税免除の届出は、賦課期日の属する年度の４月１日から同月７日（同日が、名古屋

市の休日を定める条例（平成３年名古屋市条例第３６号）に定める市の休日に当たると

きは、その翌開庁日）までの期間での提出を求めるものとする。 

 

第５ 調査 

 課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認める

ときは、現地調査その他の必要な調査を行うものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


